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INFORMATION INFORMATION

運
転
免
許
更
新
時
講
習

２
月
12
日
（
木
）
▽
優
良
13
時
15
分
～

▽
違
反
14
時
15
分
～

※
受
付
は
30
分
前
か
ら
行
い
ま
す
。

え
る
夢
館
２
階
視
聴
覚
室

公
安
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
切
替
通
知

書
に
よ
り
、
池
田
警
察
署
で
切
替
手
続
き
を

終
了
さ
れ
た
方

詳
細
▽
豊
頃
町
で
行
わ
れ
る
講
習
月
は
偶

数
月
▽
種
別
は「
優
良
」（
13
時
15
分
～
）、「
違

反
」（
14
時
15
分
～
）
の
み
▽
「
一
般
」
ま

た
は
「
初
回
」
を
受
講
さ
れ
る
方
は
、
池
田

会
場
等
で
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。
▽
次
回
の

講
習
予
定
は
４
月
16
日
（
木
）
で
す
。

■参考～町外実施会場

会　　場 日　　時

池田会場
（西部地域コミセン）

池田町字利別東町 12－11
☎（579）2138

2 月 10 日（火）
違反 10:00 優良 13:00
一般 13:40 初回 14:50

注）十勝池田警察署管内

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

消
費
者
生
活
相
談

　

架
空
請
求
や
悪
質
な
訪
問
販
売
、
様
々
な

立
場
を
利
用
し
た
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
相

談
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

時
間
が
経
つ
と
不
利
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、「
お
か
し
い
ぞ
？
」と
思
っ
た
ら
、

た
め
ら
わ
ず
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

２
月
20
日
（
金
）
11
時
～
15
時
30
分

役
場
４
階
Ｐ
２

相
談
員
▽
上
村
正
子
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

確
定
申
告
を
受
付
け
ま
す

　

平
成
26
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
・
平
成
27
年
度
分
町
道
民
税
の
確
定
申

告
を
受
付
け
ま
す
の
で
、
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
非
常
に
混
雑
し
ま
す
の
で
早
め
に

申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

◇申告受付日程
会　場 月　日 時　間

池田税務署
２月 16 日（月）

～

３月 16 日（月）

※ただし土日・

祝日は除く

 8：30 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00
役場住民課

（１階会議室）

大津コミセン ２月 27 日（金）10：00 ～ 16：00

※池田税務署では郵送での受付も行っています。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

○
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
、
豊
頃
町
に
住   

所
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
方

○
平
成
26
年
中（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）に
、

何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た
す
べ
て
の
方

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な

い
方
、
ま
た
、
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
る

方
で
も
他
の
事
業
所
等
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
方

○
今
後
、
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
・
扶
養

認
定
な
ど
の
た
め
に
、
所
得
証
明
書
等
が

必
要
と
な
る
方

○
所
得
税
、
町
道
民
税
の
控
除
額
が
違
う
な

ど
の
理
由
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定
申
告

は
必
要
な
い
が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必

要
な
方

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
所
得

税
、
町
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

～ 年金受給者の方へ ～
　公的年金等の収入金額が 400 万円以下であり、かつ公
的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下で
ある場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。

※この場合であっても、還付を受けるために確定
申告書を提出することができます。

※確定申告が必要ない場合であっても、住民税の
申告が必要な場合があります。

◇詳しくは、役場住民課住民税係にお問い合わせく
ださい。

■
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

銀
行
に
届
け
て
い
る
印
鑑
）

○
給
与
・
賃
金
・
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る

方
は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証

明
書

○
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
収
支
、
経
費

の
分
か
る
明
細
書

○
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金

等
の
領
収
書
や
証
明
書
（
控
除
を
受
け
る

際
に
は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
領
収

書
を
受
診
者
・
医
療
機
関
ご
と
に
計
算
し

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
支
払
っ
た
医
療

費
が
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替

納
税
ま
た
は
還
付
請
求
す
る
方
は
、
本
人

が
開
設
し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
番
号

※
申
告
書
の
関
係
用
紙
は
受
付
時
に
お
渡
し

し
ま
す
が
、
事
前
に
必
要
な
方
は
、
住
民

課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

役
場
住
民
課
住
民
税
係
☎
（
574
）
２
２
１
３

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の

免
除
申
請
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
で
、
次
の

免
除
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

受
信
料
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

全額免除 半額免除

身　体

障害者

身体障害者手帳をお持ちの方がい
る世帯で、かつ、世帯構成員全員
が町民税非課税の場合

○視覚・聴覚障害により、身体障
害者手帳をお持ちの方が世帯主
である場合

○身体障害者手帳（１、２級）を
お持ちの方が世帯主である場合

知　的

障害者

所得税法または地方税法に規定す
る障害者のうち、児童相談所等に
より知的障害者と判定された方が
いる世帯で、かつ、世帯構成員全
員が町民税非課税の場合

所得税法または地方税法に規定
する障害者のうち、児童相談所
等により重度の知的障害者と判
定された方が世帯主である場合

精　神

障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方がいる世帯で、かつ、世帯構
成員全員が町民税非課税の場合

精神障害者保健福祉手帳（１級）
をお持ちの方が、世帯主である
場合

持
ち
物
▽
印
鑑
・
身
体
障
害
者
手
帳
・
療

育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

※
大
津
支
所
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

障
害
者
控
除
対
象
者
の

認
定
に
つ
い
て

　

所
得
税
法
、
地
方
税
法
に
係
る
老
年
者
の

障
害
者
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方（
身
障
・

療
育
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
）

は
、
町
長
が
認
定
す
る
認
定
書
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

詳
細
は
、
役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）

２
２
１
４
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
対
象
と
な

る
『
難
病
』
の
見
直
し
に
つ
い
て

平
成
25
年
４
月
か
ら
、
障
が
い
者
の
範
囲

に
『
難
病
』
が
追
加
さ
れ
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
平
成
27
年
１
月
か
ら
、『
障
が

い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
』
の
対
象
と
な
る
『
難

病
』
が
、
１
３
０
疾
患
か
ら
１
５
１
疾
患
に

拡
大
さ
れ
ま
し
た
。（
新
た
に
対
象
と
な
る

難
病
：
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
病
、
コ
ス
テ
ロ
病
、
コ

ス
テ
ロ
症
候
群
等
）

対
象
と
な
る
方
は
、
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
で
な
く
て
も
、
必
要
と
認
め
ら
れ
た
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
役
場
福
祉
課
福
祉
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

の
２ ほっとサロン

各サロン利用料 100 円※昼食提供やイベント時は増額の場合もあります。

ほっとサロン茂岩
2 月 4 日（水）・18（水）・3 月 4 日（水）
保健センター　13:00 ～ 15:30

ほっとサロン豊頃
2 月 13 日（金）
豊頃コミセン　10:00 ～ 15:00

ほっとサロン大津
2 月 25 日（水）
大津コミセン　10:00 ～ 16:00

社会福祉協議会　 （574）3143

月 ののほほののほの２２２ ほっとサロン

どなたでも参加できます！

ふくしのお茶のみ座談会
ガンバルーンゲームオリンピック

選手募集！！

２月１１日（水）12：45開会

豊頃町社会福祉協議会の最新情報は
http://toyokoro-shakyo.com

facebook 豊頃町社会福祉協議会 /トヨッピーなう
をご覧ください。

豊頃町総合体育館アリーナ

当日参加も大歓迎ですが、送迎希望・ゲーム参加

はなるべく2 月 6 日（金）までに申し込み願います。

大勢の方の参加お待ちしています。

町内の子育て、障害者、高齢者、ボランティア、地域の福
祉について、気軽に話しませんか？

当日は町内の福祉関係者が集まります。どのような事でも構
いませんので、豊頃町の福祉についてお話を聞かせてください。

2月6日（金）13：30 ～
保健センター検診室

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽
生
活
・
環
境
▽
税
金

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
福
祉


